
  

う
き
は
市
で
は
、
地
震
や
風
水
害
な
ど

の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
や
発
生
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
時
に
、
自
力
で
避
難
す
る

こ
と
が
難
し
く
不
安
を
感
じ
て
い
る

方
々
の
避
難
行
動
を
、
お
住
ま
い
の
地
域

な
ど
で
支
援
す
る
た
め
、
国
の
法
律
に
基

づ
き
、
市
で
定
め
た
要
件
（
注
１
）
に
該

当
す
る
方
の
情
報
を
掲
載
し
た
「
避
難
行

動
要
支
援
者
名
簿
」
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

該
当
す
る
方
々
に
は
既
に
文
書
を
送
付

し
、
避
難
を
支
援
す
る
方
へ
あ
な
た
の
情

報
を
提
供
し
て
良
い
か
等
を
お
尋
ね
し

て
お
り
ま
す
が
、
今
回
は
、
市
で
定
め
た

要
件
に
該
当
し
な
い
方
で
、
名
簿
へ
登
録

を
希
望
さ
れ
る
方
へ
の
案
内
で
す
。
た
だ

し
、
在
宅
さ
れ
て
い
る
方
に
限
り
ま
す
。 

登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
「
登
録
申

請
書
・
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意

書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
市
民
協
働

推
進
課
消
防
防
災
係
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
の
用
紙
は
、
市
民
協
働
推

進
課
、
福
祉
事
務
所
、
保
健
課
、
浮
羽
市

民
課
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
用

意
し
て
い
る
ほ
か
、
う
き
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

 

注 1 

市
で
定
め
る
要
件 

①

75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世

帯
の
方 

②
要
介
護
３
以
上
の
判
定
を
受
け
て

い
る
方 

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
、
２
級
を
所

持
す
る
方 

④
療
育
手
帳
Ａ
を
所
持
す
る
方 

⑤
自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
）

の
支
給
認
定
を
受
け
て
い
る
ひ
と

り
暮
ら
し
の
方 

            

●
問
合
せ 

市
民
協
働
推
進
課
消
防
防
災
係 

℡
７
５
～
４
９
８
２ 

                                

                                

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の
登
録
案
内 

家屋の新築・増築・取り壊しをされた方へ 

固定資産税の家屋(倉庫・車庫含む)は、毎年 1 月 1 日現在で建っている建物に対して課税されます。その

ため、税務課では巡回調査などを行っていますが、適正な課税のためにご本人からの申し出を随時受け付け

ています。平成 30 年中に次に該当される方(予定のある方)はご連絡ください。 

◇建物を新築・増築された方 

◇建物の取り壊しをされた方 

◇未登記建物の名義変更された方 

◇所有者が死亡されて、納税義務者の変更をされていない方 

 ※新増改築の場合は担当者が評価に伺いますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

償却資産(固定資産税)の申告をお願いします 
個人または法人で商店、農業、不動産業、工場などを営んでいる方が、その事業のために所有している構

築物や機械・器具・備品などの資産を「償却資産」といい、固定資産税の課税対象となります。平成 31 年 1

月 1 日現在で、償却資産を所有している方は、平成 31 年 1 月 31 日までに市役所税務課へ申告書を提出して

ください。 

※昨年度までに申告をしている方には、12 月中旬に市役所から申告書を郵送しま

す。新たに申告される方や申告用紙が届かない方はご連絡ください。 

●問合せ 税務課資産税係 ℡75-4977 


